
 

広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借仕様書 

 

１　目的 
　この仕様書は、広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借契約において、契約業

者が行うべき業務範囲を定めるものとする。 

 

２　搬入場所 

　　広島県福山市金江町藁江 619－２ 

　広島県立福山少年自然の家　管理研修棟（リネン室、保健室、当直室、宿直室）、宿泊棟１及

び宿泊棟２ 

 
３　履行期間 
　　令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 
 

４　搬入物品及び部数 

※ 搬入場所等は別紙１「搬入する寝具の数及び搬入場所」のとおりとする。 

 

５　搬入物品規格等 

　　搬入する物品等の規格については、別紙２「搬入物品規格一覧」のとおりとする。 

 

６　搬入及び搬出の時期 

(1)基本寝具　 

令和８年４月１日の午前９時から午後５時までの間に、受託業者が前記各搬入場所の福山少

年自然の家所長が指示する方法により、ベッド上又は押入れ内の所定の位置へ、受託業者が搬

入すること。 

賃貸借期間満了により福山少年自然の家所長が返却した寝具等を、令和９年３月 31日の午後

５時までに、福山少年自然の家所長が指示する方法により、ベッド上又は押入れ内の所定の位

置から、受託業者が搬出すること。 

(2)シーツ等 

毎月 25 日までに翌月１か月分の搬入日及び搬入数量を別紙３「物品搬入指示書（以下、「指

示書」という。）」によりファックスで伝えるので、指示書で指示した搬入日に搬入する。ま

た、当所の指示内容に変更が生じた場合は、その都度変更後の搬入日及び搬入数量を再度指示

書によりファックスで伝えるので、変更に応じること。搬入の際に、リネン室に保管している

使用済のシーツ等の搬出を行う。 

 

７　寝具（掛布団）の夏期の搬出入 

　　 掛布団は７月上旬に一旦搬出し、９月下旬に再搬入すること。 

 

 

 

 区分 搬入物品名(１組) 数量 搬入場所
 

基本寝具
掛布団、敷布団、掛

毛布及びまくら
177 組

宿泊棟１　１階へ 44 組　（押入 44） 

宿泊棟１　２階へ 56 組　（ベッド 56）
 宿泊棟２　１階へ 36 組　（ベッド 36） 

宿泊棟２　２階へ 36 組　（ベッド 36）
 保健室、当直室、宿直室　計５組
 

シーツ等
シーツ２枚及びま

くらカバー１枚

5,700 組 

（年間予定）

 

管理研修棟のリネン室 



８　その他　　 

寝具を搬入する際に、福山少年自然の家で決めてある布団等のたたみ方でたたんだ状態にする

こと。 

寝具の搬入及び搬出の日程については、自然災害等による変更以外については、原則この日程

で行い、搬出及び搬入作業は受託業者が行うこと。掛布団及び敷布団の打ち直し等については、

委託者及び受託業者の協議で決定すること。 

この仕様書に定めのない事項で必要がある場合には、福山少年自然の家所長及び契約業者が協

議して定めるものとする。 

寝具は、傷みのないものを搬入すること。なお、傷みがひどい寝具及びシーツ等がある場合と

血液等で寝具が汚れた場合は、無料で交換すること。 


